
マイナンバーかわら版　令和４年６月１５日号

回覧

【休日開庁日のお知らせ】
※市民課のみ、マイナンバーに関する業務に限ります。
　日時　7月10日（日）、８月１４日（日）　午前９時～午後５時

【延長窓口】※市民課のみです。
　毎週木曜日（祝日を除く）午後７時まで

【お問い合わせ】
●マイナンバーカードに関すること

　小林市役所　市民課　　　電話：２３－１ １ １ ２

●マイナポイントに関すること
　小林市役所　企画政策課　電話：２３－０４５６

■ マイナンバー制度全般に関すること
　マイナンバー総合フリーダイヤル
　　　　０１２０－９５－０１７８（無料）
　　　　平日　　９：３０～２０：００
　　　　土日祝　９：３０～ １７：３０

　

まだマイナンバーカードをお持ちでない方に、マイナンバカード
の申請に必要なQRコード付き申請書が７月以降に発送されます。
　

以下の方には発送されません。
　　・令和３年１０月３１日時点で７５歳以上の方
　　　（R４年４月頃申請書が同封されたオレンジ色の封筒が届いた方）
　　・令和４年中に生まれた子や国外からの転入者など

■申請方法

※マイナンバーカードの受取は市役所に来庁して頂く必要があります。

マイナポイント第２弾については裏面へ

QRコード付き申請書が送られてきます

出張サポート
やってます

３：市役所で
① 申請書を交付します。
② 役所職員がデジタルカメラで
　 顔写真を撮影します。
③ 申請書に写真を貼り付け、
　 電話番号を記入、署名を行い
    ます。
④ 送付用封筒に入れて郵便ポス
　 トに投函して完了。

※本人確認書類をお持ちください

１：スマホで
① スマートフォンのカメラで
 　写真撮影。
② 交付申請書のQRコードを
 　読み込み、申請用WEBサイ
 　トにアクセス。
③ 画面にしたがって必要事項を
 　入力し、顔写真を添付して送
 　信。
④ 申請完了メールが届きます。

２：郵送で
① 個人番号カード交付申請書の
 　内容に間違いがないか確認。
② 証明写真を用意。
③ 申請書に写真を貼り付け、
　 電話番号を記入、署名を行い
    ます。
④ 送付用封筒に入れて郵便ポス
 　トに投函して完了。



必要なものは
 ・マイナンバーカード
 ・４桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書）

 ・マイナポイントを付与するカードなど

■公金受取口座登録も希望される場合
　・本人名義の通帳（銀行名と支店名が必要です）

　・メールアドレス

マイナポイント申込後の取消や
決済サービス変更はできません。

事業者によってはマイナポイントの
申込みをする前に事前登録が必要な
場合もあります。

※市役所でのサポートは７月からです※

マイナポイント第２弾の受取申込・付与が始まります

最大２万円分のマイナポイントをもらおう！

マイナポイント 検索

マイナポイント事業に参加している
キャッシュレス決済事業者の一部

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

そのほか、対象の決済サービスは
マイナポイント事業ホームページで
ご確認ください。


